「楽ちんクラブ」加盟店登録規程
株式会社ラックスが運営する「とやま お買物代行サービス事業」（以下「楽ちんクラブ」という。）と楽ちんクラブ加盟店（以下「加盟店」という。）は、この加盟店登録規程の定めに従うものとします。

第1条（事業の名称および所在地）

本事業は、富山県の「宅配サービスによる商店街活性化モデル事業」として富山県より委託を受けて「とやま お買物代行サービス」（以下「本事業」という。）を「楽ちんクラブ」という名称にて株式会社ラックスが管理運営します。
２. 楽ちんクラブの事務所は、婦中ショッピングセンターパピ内に設けます。
第2条（事業目的）
本事業は、買い物が不便なお客様（以下「利用者」という。）に代わって日常生活に必要な商品・サービスを購入し、ご自宅までお届けすることで買物の不便を解消すると共に、ひいては地域小売業の活性化を推進し、地域社会に求められる事業になることを目的とします。
第3条（加盟店とその役割）

加盟店とは、本規程の内容をよく理解した上で楽ちんクラブに加盟を申し込み、楽ちんクラブが加盟を認めた事業者（法人または個人）とします。
２. 加盟店は、本事業目的を理解し、楽ちんクラブの事業活動がスムーズに推進できるように積極的に協力するものとします。

第4条（契約期限）

加盟店との取引期間は楽ちんクラブの解散または消滅までとします。

第5条（手数料および支払方法）

加盟店は、楽ちんクラブが加盟店から購入した商品の月次合計金額の５％を手数料として支払うものとします。

２. 月次合計金額の締日は毎月末日とします。
３. 加盟店は手数料を楽ちんクラブの発行した請求書に基づき、現金または銀行振込で毎月20日までに支払うものとします。なお、支払日が祝日の場合は、翌営業日とします。
第6条（商品・商品購入方法）

楽ちんクラブが加盟店において購入する商品は加盟店取扱商品で、特売品やサービス品等も含み、それらの商品は特売価格やサービス価格で購入できるものとします。

２. 楽ちんクラブが加盟店において、利用者に代わって商品を購入する際は現金決済とします。
３. 但し、楽ちんクラブの利用者数が増加した場合は加盟店と協議の上、決済方法を変更することがあります。
第7条（商品の交換・返品）

届けた商品が注文と違っていた場合、あるいは商品に瑕疵があった場合は商品の交換を行ますので、ご協力をお願いいたします。

２. 購入商品の返品はできるだけ少なくしますが、ご協力をお願いいたします。
３. 商品の返品、交換時には加盟店が発行した当該商品の精算レシートの写し（コピー）と商品を提示いたします。
４. 返品、交換に関する精算方法は、原則その都度現金で行うものとします。
第8条（加盟店の遵守義務）

加盟店は、利用者から信頼を得る商品を取扱わなければならないものとします。

２. 加盟店は、本規約に関連して知り得た情報を第三者に漏洩・開示・提供してはならないものとします。
第9条（楽ちんクラブの免責と報告義務）

楽ちんクラブは、利用者が加盟店から購入した商品で被った一切の損害に責任を負いません。但し、明らかに楽ちんクラブに落ち度があった場合はこの限りではありません。

２. 楽ちんクラブは、購入商品に瑕疵があった場合や加盟店の商品に対する要望等を受けた場合は速やかに報告するものとします。

第10条（退会）
加盟店は、加盟後から６ヵ月間は退会することができないものとします。

２. 加盟店は、前項に定める経過後はいつでも退会を申し出ることができ、退会にあたり何らの費用は発生しないものとします。但し、退会には１ヵ月前までに書面を持って楽ちんクラブに届け出るものとします。
第11条（登録抹消）

楽ちんクラブは、次に定める各号に加盟店が触れた場合は退会頂くことがあります。
①　第５条で定める手数料の支払いを怠ったとき

②　本事業を継続するに相応しくない加盟店だと楽ちんクラブが判断したとき
第12条（その他）
加盟店の責に帰すことで楽ちんクラブ並びに他の加盟店に損害を与えた場合は賠償するものとします。
２. 規程の変更・修正を行う場合は、加盟店に告知するものとします。
３. 本規程に記載のない事項または本規程の各条項の解釈について疑義を生じたときは、楽ちんクラブと加盟店で協議し取り決めるものとします。

2010年３月15日施行









